
 

小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会
は
、
平
成
十
五
年
五
月
一
日
午
前
十
時
、
小
値
賀
町
役
場
議
場
に
招
集
さ
れ
た
。 

  

一
、 
出 

席 

議 

員 
 
 
 
 

十 

二 

名 

 

 

一

番 
 
 
 
 

加 
 

山 
 

雅 
 

徳 
 
 

 

二

番 
 
 
 
 

土

川

重

佳 
 
 

 

三

番 
 
 
 
 

小

辻

隆

治

郎 
 
 

 

四

番 
 
 
 
 

浦

英

明 
 
 

 

五

番 
 
 
 
 

末

永

一

朗 
 
 

 

六

番 
 
 
 
 

松

永

勇

治 
 
 

 

七

 

番 
 
 
 
 

岩

坪

義

光 
 
 

 

八

番 
 
 
 
 

伊

藤

忠

之 
 
 

 

九

番 
 
 
 
 

横 
 

山 
 

弘 
 

藏 
 
 

 

十

番 
 
 
 
 

立

石

隆

教 
 
 

 

十

一

番 
 
 
 
 

黒

崎

政

美 
 
 

 

十

二

番 
 
 
 
 

近

藤

一

輝 
 
 

 

    



 

二
、
欠 

席 

議 

員 
 
 
 
 
 
 
 
 

な 

し 

   

三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

  

 

町

長 
 
 
 
 

山

田

憲

道 
 
 

 

収

入

役 
 
 
 
 

岩

坪

勝

義 
 
 

 

教

育

長 
 
 
 
 

坂

井

健

吾 
 
 

 

総

務

課

長 
 
 
 
 

松

永

一

誠 
 
 

 

住

民

課

長 
 
 
 
 

福

田

 

等 
 
 

 

農

林

課

長 
 
 
 
 

中

谷

 

功 
 
 

 

水

産

商

工

課

長 
 
 
 
 

神

川

 

清 
 
 

 

建

設

課

長 
 
 
 
 

西

 

浩

三 
 
 

 

税

務

課

長 
 
 
 
 

中

村

敏

章 
 
 

 

診

療

所

事

務

長 
 
 
 
 

大

黒

泰

三 
 
 

 

空
港
管
理
事
務
所
長 

 
 
 
 

筒 
 

井 
 

英 
 

敏 
 
 

 
教

育

次

長 
 
 
 
 

平

野

久

之 
 
 

 

  



  
四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

議

会

事

務

局

長 
 
 
 
 

三 
 

浦 
 

清 
 

敏 
 
 

 

議
会
事
務
局
書
記 

 
 
 
 

川 
 

口 
 

百 
 

合 
 
 

 

    

五
、
議 

事 

日 

程 

  
 
 
 

別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。 

            



議 
 
 

事 
 
 

日 
 
 

程 

  
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会 

 

平
成
十
五
年
五
月
一
日
（
木
曜
日
） 

 

午
前
十
時 

 

開 

会 

 

第 

一 
 

仮
議
席
の
指
定 

第 

二 
 

議

長

選

挙 

 

追 
 

加 
 

議 
 

事 
 

日 
 

程 

 

第 

三 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

岩
坪
義
光
議
員 

・ 

伊
藤
忠
之
議
員 

） 

第 

四 
 

会

期

決

定 

第 

五 
 

副
議
長
選

挙 

第 

六 
 

議
席
の
指

定 

第 

七 
 

常
任
委
員
会
委
員
選
任 

第 

八 
 

常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
選
任 

第 

九 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
選
任 

第 

十 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
選
任 

第 

十
一 

議
案
第
三
十
号 

監
査
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

第 

十
二 

発

議

第

八

号 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十
三 

発

議

第

九

号 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十
四 

発

議

第

十

号 

議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

 



  
第 
十
五 

 

交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

第 

十
六 

 

広
報
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 
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午

前

十

時

開

会 
 

事
務
局
長
（
三
浦
清
敏
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
事
務
局
長
の
三
浦
で
す
。 

 

本
臨
時
会
は
、
一
般
選
挙
後
、
初
め
て
の
議
会
で
あ
り
ま
す
の
で
、
議
長
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、 

出
席
議
員
の
中
で
年
長
の
議
員
が
臨
時
に
議
長
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

出
席
議
員
の
中
で
、
松
永
議
員
さ
ん
が
年
長
の
議
員
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
年
長
議
員
の
松
永
勇
治
議
員
、
議
長
席
に
着
く
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

た
だ
い
ま
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
松
永
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
臨
時
に
議
長
の
職
務
を
行
い
ま
す
。 

 

ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
、
十
二
名
で
す
。 

 

定
足
数
に
達
し
て
い
ま
す
の
で
、
た
だ
い
ま
か
ら
平
成
十
五
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会
を
開
会
し
ま
す
。 

 

た
だ
ち
に
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
仮
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。 

 

仮
議
席
は
た
だ
い
ま
着
席
の
議
席
と
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
二
、
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

 

選
挙
は
投
票
で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
選
挙
は
投
票
で
行
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 



 - 2 - 

 

議
場
の
出
入
口
を
閉
め
ま
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
議
場
の
出
入
口
を
閉
鎖
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
十
二
人
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
立
会
人
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
横
山
弘
藏
議
員
及
び
立
石
隆
教
議
員
を
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
立
会
人
に
横
山
弘
藏
議
員
及
び
立
石
隆
教
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
投
票
用
紙
を
配
布
い
た
し
ま
す
。 

 

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
投
票
用
紙
配
布
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

投
票
箱
を
点
検
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
投
票
箱
を
点
検
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

投
票
箱
は
異
常
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
、
投
票
に
う
つ
り
ま
す
。 

 

投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
上
、
点
呼
に
応
じ
て
順
次
投
票
願
い
ま
す
。 

 

事
務
局
長
に
点
呼
を
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
点
呼
、
投
票
） 
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事
務
局
長
（
三
浦
清
敏
） 

そ
れ
で
は
、
順
番
ど
お
り
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
一
番
・
近
藤
一
輝
議
員
、
二
番
・
岩
坪
義
光
議
員
、
三
番
・
浦
英
明
議
員
、
四
番
・
末
永
一
朗
議
員
、
五
番
・
横
山
弘
藏
議
員
、
六
番
・
小
辻 

隆
治
郎
議
員
、
七
番
・
土
川
重
佳
議
員
、
八
番
・
黒
崎
政
美
議
員
、
九
番
・
伊
藤
忠
之
議
員
、
十
番
・
立
石
隆
教
議
員
、
十
二
番
・
加
山
雅
徳
議 

員
、
十
一
番
・
松
永
勇
治
議
員
。 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
投
票
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

開
票
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
、
横
山
弘
藏
議
員
・
立
石
隆
教
議
員
、
開
票
の
立
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

（
職
員
は
投
票
箱
を
開
鎖
し
、
投
票
を
点
検
整
理
・
開
票
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

選
挙
の
結
果
を
報
告
し
ま
す
。 

 

投
票
総
数
十
二
票
、
有
効
投
票
十
二
票
、
無
効
投
票
零
票
で
す
。 

 

有
効
投
票
の
う
ち
、
横
山
議
員
五
票
、
近
藤
議
員
五
票
、
立
石
議
員
二
票
、
以
上
の
と
お
り
で
す
。 

 

す
な
わ
ち
、
横
山
議
員
の
得
票
と
近
藤
議
員
の
得
票
が
同
数
で
あ
り
、
し
か
も
得
票
総
数
は
法
定
得
票
数
三
票
を
超
え
て
お
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
選
者
は
「
く
じ
」 

で
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

く
じ
の
手
続
き
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
く
じ
を
引
く
順
序
を
く
じ
で
決
め
、
そ
の
順
序
に
基
づ
い
て
当
選
人
を
定
め
る
く
じ
を
引
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 

当
選
人
を
定
め
る
く
じ
は
、
〇×

を
し
た
カ
ー
ド
を
引
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 

〇
印
の
つ
い
た
カ
ー
ド
を
先
に
引
か
れ
た
方
を
当
選
人
と
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。 

 

横
山
議
員
、
近
藤
議
員
の
登
壇
を
願
い
ま
す
。 
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（
横
山
議
員
・
近
藤
議
員
、
登
壇
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

ま
ず
、
く
じ
を
引
く
順
序
を
お
決
め
願
い
ま
す
。 

（
同
時
に
く
じ
を
ひ
く
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

た
だ
い
ま
の
く
じ
の
結
果
、
横
山
議
員
が
先
に
く
じ
を
引
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

よ
っ
て
、
横
山
議
員
、
く
じ
を
お
引
き
願
い
ま
す
。 

（
横
山
議
員
、
近
藤
議
員
の
順
で
く
じ
を
引
く
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

く
じ
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

近
藤
議
員
が
当
選
の
く
じ
を
引
か
れ
ま
し
た
。 

 

よ
っ
て
、
近
藤
議
員
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 

議
場
の
出
入
口
を
開
き
ま
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
議
場
の
出
入
口
を
開
鎖
） 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

た
だ
い
ま
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
、
近
藤
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
選
の
告
知
を
し
ま
す
。 

（
議
長
登
壇
） 

（
当
選
承
諾
及
び
あ
い
さ
つ
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

小
値
賀
町
議
会
議
長
の
要
職
に
御
推
挙
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
あ
り
が
た
く
お
受
け
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。 

 

一
言
お
礼
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
不
肖
私
、
議
員
の
皆
様
方
の
御
推
挙
に
よ
り
ま
し
て
、
小
値
賀
町
議
会
議
長
の
要
職
に
就
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
誠
に
身
に
余
る 

光
栄
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

私
は
、
本
町
議
会
議
員
と
し
て
そ
の
経
験
も
浅
く
、
ま
た
、
浅
学
非
才
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
器
で
な
い
こ
と
を
よ
く
承
知
い
た
し
て
い
る
の 

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
皆
様
の
御
推
挙
を
受
け
ま
し
た
う
え
は
、
一
身
を
挺
し
て
そ
の
御
厚
志
に
お
報
い
す
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
議
会
の
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
不
偏
不
党
・
公
正
無
私
の
立
場
を
堅
持
い
た
し
ま
す
こ
と
を
、
こ
こ
に
お
誓
い
申
し
上
げ
る
次
第
で 

ご
ざ
い
ま
す
。 
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な
に
と
ぞ
皆
様
方
の
手
厚
い
御
支
援
と
御
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
誠
に
簡
単
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
礼
と
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
就
任
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

臨
時
議
長
（
松
永
勇
治
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
臨
時
議
長
の
職
務
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

ご
協
力
に
対
し
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
は
、
近
藤
議
長
、
議
長
席
に
お
着
き
願
い
ま
す
。 

（
臨
時
議
長 

自
席
へ
戻
る
） 

（
近
藤
議
員 

議
長
席
に
着
く
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

そ
れ
で
は
、
諸
般
の
協
議
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十
時 

 

十
九
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
時 

 

三
十
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

議
事
日
程
は
、
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
三
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て
岩
坪
義
光
議
員
・
伊
藤
忠
之
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
四
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
五
、
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

 

選
挙
は
投
票
で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
選
挙
は
投
票
で
行
う
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

議
場
の
出
入
口
を
閉
め
ま
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
議
場
の
出
入
口
を
閉
鎖
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
十
二
人
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
立
会
人
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
横
山
弘
藏
議
員
及
び
立
石
隆
教
議
員
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
立
会
人
に
横
山
弘
藏
議
員
及
び
立
石
隆
教
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
投
票
用
紙
を
配
布
い
た
し
ま
す
。 

 

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
投
票
用
紙
配
布
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
投
票
箱
を
点
検
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
投
票
箱
を
点
検
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

投
票
箱
は
、
異
常
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
投
票
に
う
つ
り
ま
す
。 

 

投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
記
載
の
上
、
点
呼
に
応
じ
て
、
順
次
投
票
願
い
ま
す
。 

 

事
務
局
長
に
点
呼
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
点
呼
、
投
票
） 

事
務
局
長
（
三
浦
清
敏
） 

そ
れ
で
は
、
読
み
上
げ
ま
す
。 

 

二
番
・
岩
坪
義
光
議
員
、
三
番
・
浦
英
明
議
員
、
四
番
・
末
永
一
朗
議
員
、
五
番
・
横
山
弘
藏
議
員
、
六
番
・
小
辻
隆
治
郎
議
員
、
七
番
・
土 

川
重
佳
議
員
、
八
番
・
黒
崎
政
美
議
員
、
九
番
・
伊
藤
忠
之
議
員
、
十
番
・
立
石
隆
教
議
員
、
十
一
番
・
松
永
勇
治
議
員
、
十
二
番
・
加
山
雅
徳 

議
員
、
一
番
・
近
藤
一
輝
議
員
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

投
票
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

開
票
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
横
山
弘
藏
議
員
・
立
石
隆
教
議
員
、
開
票
の
立
会
い
を
お
願
い
し
ま
す
。 

（
職
員
は
投
票
箱
を
開
鎖
し
、
投
票
を
点
検
整
理
・
開
票
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

選
挙
の
結
果
を
報
告
し
ま
す
。 

 

投
票
総
数
十
二
票
、
有
効
投
票
十
二
票
、
無
効
投
票
零
票
で
す
。 

 

有
効
投
票
の
う
ち
、
伊
藤
議
員
五
票
、
黒
崎
議
員
六
票
、
横
山
議
員
一
票
、
以
上
の
と
お
り
で
す
。 
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こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
三
票
で
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
黒
崎
政
美
議
員
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 
議
場
の
出
入
口
を
開
き
ま
す
。 

（
事
務
局
職
員
、
議
場
の
出
入
口
を
開
鎖
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

た
だ
い
ま
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
、
黒
崎
政
美
議
員
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
選
の
告
知
を
し
ま
す
。 

（
副
議
長
登
壇
） 

（
当
選
承
諾
及
び
あ
い
さ
つ
） 

副
議
長
（
黒
崎
政
美
） 
小
値
賀
町
議
会
副
議
長
の
要
職
に
御
推
挙
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
あ
り
が
た
く
お
受
け
い
た
し
ま
す
。 

 

一
言
お
礼
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
議
員
各
位
の
御
推
挙
に
よ
り
ま
し
て
、
副
議
長
と
い
う
身
に
余
る
役
職
に
就
か
せ
て
い
た
だ
き
光
栄
に
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

同
時
に
そ
の
任
務
の
重
大
さ
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
幸
い
に
し
て
人
格
識
見
と
も
に
卓
越
さ
れ
た
新
議
長
の
も
と
、
同
僚
議
員
各 

位
の
絶
大
な
る
御
支
援
と
御
鞭
撻
を
賜
り
ま
し
て
、
こ
の
職
責
を
全
う
い
た
し
た
い
と
念
願
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

誠
に
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
礼
と
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
就
任
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 
 

十
時 

 

四
十
二
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
一
時 

 
 

三
十
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
六
、
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。 

 

議
席
は
、
会
議
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
か
ら
指
定
し
ま
す
。 

 

そ
の
議
席
番
号
と
、
氏
名
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

 

事

務

局

長 
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事
務
局
長
（
三
浦
清
敏
） 

議
席
番
号
と
氏
名
を
朗
読
い
た
し
ま
す
。 

 
一
番
議
席
・
加
山
雅
徳
議
員
、
二
番
議
席
・
土
川
重
佳
議
員
、
三
番
議
席
・
小
辻
隆
治
郎
議
員
、
四
番
議
席
・
浦
英
明
議
員
、
五
番
議
席
・
末

永
一
朗
議
員
、
六
番
議
席
・
松
永
勇
治
議
員
、
七
番
議
席
・
岩
坪
義
光
議
員
、
八
番
議
席
・
伊
藤
忠
之
議
員
、
九
番
議
席
・
横
山
弘
藏
議
員
、
十

番
議
席
・
立
石
隆
教
議
員
、
十
一
番
議
席
・
黒
崎
政
美
議
員
、
十
二
番
議
席
・
近
藤
一
輝
議
員
、
以
上
で
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

た
だ
い
ま
朗
読
し
た
と
お
り
議
席
を
指
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 
 

三
十
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

三
十
一
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
七
、
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
を
行
い
ま
す
。 

 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

三
十
一
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

三
十
七
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、･････

。 

（
「
議
長
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

三
十
七
分 

― 
― 
再 

開 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

三
十
七
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 
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総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
に
、
加
山
雅
徳
議
員
、
浦
英
明
議
員
、
松
永
勇
治
議
員
、
岩
坪
義
光
議
員
、
立
石
隆
教
議
員
、
黒
崎
政
美
議 

員
を
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
に
、
土
川
重
佳
議
員
、
小
辻
隆
治
郎
議
員
、
末
永
一
朗
議
員
、
伊
藤
忠
之
議
員
、
横
山
弘
藏
議
員
、
近
藤
一 

輝
議
員
を
そ
れ
ぞ
れ
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
た
が
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
し
ま
し
た
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
八
、
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
選
任
を
行
い
ま
す
。 

 

常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
会
条
例
第
八
条
第
二
項
並
び
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
互
選
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
に
な 

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
常
任
委
員
会
ご
と
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
互
選
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

三
十
九
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

五
十
二
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
次
の
と
お
り
決
定
し
、
通
知
を
受
け
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
に
岩
坪
義
光
議
員
、
副
委
員
長
に
松
永
勇
治
議
員
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
に
小
辻
隆
治
郎
議
員
、 

副
委
員
長
に
末
永
一
朗
議
員
、
以
上
の
と
お
り
で
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 
 

五
十
二
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 
 

一
時 

 
 
 

十
五
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
九
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任
を
行
い
ま
す
。 
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し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 
 

十
五
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

三
十
一
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
小
辻
隆
治
郎
議
員
、
松
永
勇
治
議
員
、
末
永 

一
朗
議
員
、
岩
坪
義
光
議
員
、
黒
崎
政
美
議
員
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
し
ま
し
た
方
を
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
選
任
を
行
い
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
会
条
例
第
八
条
第
二
項
並
び
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
互
選
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま 

す
の
で
、
こ
れ
よ
り
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
互
選
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
次
の
と
お
り
決
定
し
、
通
知
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

委
員
長
に
松
永
勇
治
議
員
、
副
委
員
長
に
末
永
一
朗
議
員
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

三
十
三
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

四
十
二
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
こ
で
、
町
長
よ
り
挨
拶
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町 
 
 

長 
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町
長
（
山
田
憲
道
） 

平
成
十
五
年
第
二
回
臨
時
会
に
当
た
り
、
一
言
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
皆
様
、
ご
当
選
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
、
町
長
選
に
お
き
ま
し
て
、
不
肖
私
が
今
後
四
年
間
、
町
政
の
執
行
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

小
値
賀
町
に
と
り
ま
し
て
、
重
要
課
題
は
山
積
み
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
任
に
あ
た
り
ま
す
こ
と
は
、
身
に
余
る
光
栄
で
あ
る
と
と
も
に
改 

め
て
そ
の
責
任
の
重
大
さ
に
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ど
う
か
、
議
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
の
町
政
運
営
に
お
き
ま
し
て
、
絶
大
な
る
御
支
援
・
御
鞭
撻
も
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い 

た
し
ま
す
。 

 

本
日
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
、
初
め
て
の
議
会
招
集
を
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
皆
様
に
は
何
か
と
ご
多
用
の
中
に
も
関
わ
り
ま
せ
ず
、 

ご
出
席
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

具
体
的
な
施
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
定
例
会
に
お
い
て
町
政
運
営
と
し
て
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
し
ば
ら
く
御
猶
予
を
賜
り
ま 

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
挨
拶
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

日
程
第
十
一
、
議
案
第
三
十
号
、
監
査
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
の
朗
読
を
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
伊
藤
忠
之
議
員
の
退
場
を
求
め
ま
す
。 

（
伊
藤
議
員
退
場
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

本
案
は
人
事
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
・
討
論
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ 

ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
議
案
第
三
十
号
、
監
査
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 
し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

四
十
七
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

四
十
九
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
し
ま
す
。 

 

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町 
 
 

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

改
め
て
ご
紹
介
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
皆
様
方
の
同
僚
議
員
で
ご
ざ
い
ま
す
、
伊
藤
議
員
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
ご 

同
意
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

本
案
は
人
事
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
・
討
論
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ 

ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
号
、
監
査
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
三
十
号
、
監
査
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

（
伊
藤
議
員
入
場
） 

 

伊
藤
忠
之
議
員
に
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
議
会
選
出
の
監
査
委
員
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
告
知
い
た
し
ま
す
。 
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し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
一
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
一
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
発
議
第
八
号
・
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し 

出
が
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
発
議
第
九
号
・
産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
が
、
議
会
運 

営
委
員
長
か
ら
、
発
議
第
十
号
・
議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
日
程
に
追
加
し
、
発
議
第
八
号
・
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
を
追
加
日
程
第
十
二
、
発 

議
第
九
号
・
産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
を
追
加
日
程
第
十
三
、
発
議
第
十
号
・
議
会
運
営
委
員
会
の
閉 

会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
を
追
加
日
程
第
十
四
と
し
て
議
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
発
議
第
八
号
・
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
を
追
加
日
程
第
十
二
、
発
議
第
九
号
・
産 

業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
を
追
加
日
程
第
十
三
、
発
議
第
十
号
・
議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調 

査
（
審
査
）
の
申
し
出
を
追
加
日
程
第
十
四
と
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
三
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
三
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

追
加
日
程
第
十
二
、
発
議
第
八
号
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項 
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に
つ
い
て
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 
お
は
か
り
し
ま
す
。 

 
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

追
加
日
程
第
十
三
、
発
議
第
九
号
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ 

い
て
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

追
加
日
程
第
十
四
、
発
議
第
十
号
、
議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い
て
、 

閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 
し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
五
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
五
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
し
ま
す
。 

十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 

議 
 
 

長 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
黒

崎

議

員 

十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 
我
が
小
値
賀
町
は
、
外
海
型
離
島
で
あ
る
が
た
め
、
交
通
網
を
初
め
と
し
て
住
民
の
生
活
、
経
済
面
等
す
べ
て
に
お
い

て
本
土
に
比
べ
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

私
は
、
本
臨
時
会
に
あ
た
り
交
通
問
題
に
焦
点
を
絞
り
動
議
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

先
輩
諸
氏
の
ご
努
力
に
よ
り
、
小
値
賀
と
本
土
間
の
交
通
網
は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
未
だ
町
民
す
べ
て
が
満
足
で
き
る
に
は
至
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
内
に
委
員
定
数
五
名
、
任
期
を
調
査
終
了
時
ま
で
と
す
る
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
を
設
け
、
合
わ
せ
て
閉
会

中
の
継
続
審
査
と
し
て
、
調
査
終
了
時
ま
で
慎
重
な
審
議
を
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
動
議
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

た
だ
い
ま
黒
崎
議
員
か
ら
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

（
「
賛
成
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
の
動
議
は
、
所
定
の
賛
成
者
が
あ
り
ま
す
の
で
、
成
立
し
ま
し
た
。 

 

交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
の
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
十
五
と
し
て
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決

し
ま
す
。 

 

こ
の
採
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

こ
の
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
十
五
と
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
起
立
願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

起
立
全
員
で
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
十
五
と
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
は
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

一
時 

 
 

五
十
九
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 
 
 

七
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

こ
の
動
議
に
つ
い
て
、
五
人
で
構
成
す
る
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
し
て
、
な
お
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
と

し
、
期
間
は
調
査
終
了
ま
で
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
五
人
で
構
成
す
る
特
別
委
員
会
と
し
て
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
し
て
、
な
お
、

閉
会
中
の
継
続
調
査
と
し
、
期
間
は
調
査
終
了
ま
で
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
加
山
雅
徳

議
員
、
土
川
重
佳
議
員
、
浦
英
明
議
員
、
伊
藤
忠
之
議
員
、
岩
坪
義
光
議
員
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
し
ま
し
た
方
を
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
会
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

こ
れ
よ
り
互
選
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 
休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 
 
 

八
分 

― 
― 
再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 
 

十
九
分 

― 
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議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 
交
通
問
題
対
策
調
査
特
別
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
次
の
と
お
り
決
定
し
、
通
知
を
受
け
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。 

 
委
員
長
に
浦
英
明
議
員
、
副
委
員
長
に
土
川
重
佳
議
員
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 
 

十
九
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 
 

十
九
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
再
開
し
ま
す
。 

十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 
議 

 
 

長 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

黒

崎

議

員 

十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 

私
は
、
本
臨
時
会
に
あ
た
り
動
議
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

小
値
賀
町
議
会
で
は
、
議
会
の
活
動
状
況
・
定
例
議
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
事
な
ど
を
町
民
に
知
ら
せ
る
手
立
て
と
し
て
「
議
会
だ
よ
り
」

を
発
行
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
質
の
高
い
内
容
の
充
実
し
た
「
議
会
だ
よ
り
」
に
す
る
た
め
に
は
更
な
る
調
査
研
究
が
必
要
で
す
。 

 

ま
た
、
先
輩
が
現
在
ま
で
に
四
十
二
号
ま
で
を
発
行
し
て
お
り
、
こ
れ
を
引
継
ぐ
義
務
も
担
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
内
に
委
員
定
数
六
名
、
任
期
を
取
材
調
査
・
編
集
等
付
議
事
件
の
終
了
時
ま
で
と
す
る
広
報
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置

し
、
閉
会
中
も
活
発
な
調
査
・
検
討
並
び
に
編
集
活
動
を
行
う
よ
う
に
要
望
し
た
く
、
動
議
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

た
だ
い
ま
黒
崎
政
美
議
員
か
ら
広
報
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

（
「
賛
成
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
の
動
議
は
、
所
定
の
賛
成
者
が
あ
り
ま
す
の
で
、
成
立
し
ま
し
た
。 

 

広
報
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
の
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
十
六
と
し
て
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
の
採
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

こ
の
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
十
六
と
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
起
立
願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

起
立
全
員
で
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
十
六
と
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
は
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 

二
十
一
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 

二
十
二
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

こ
の
動
議
に
つ
い
て
、
六
人
で
構
成
す
る
広
報
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
し
て
、
な
お
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
と
し
、
期
間

は
調
査
終
了
ま
で
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
広
報
調
査
特
別
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
六
人
で
構
成
す
る
特
別
委
員
会
と
し
て
設
置
し
、
こ
れ
に
付
託
し
て
、
な
お
、
閉
会
中

の
継
続
調
査
と
し
、
期
間
は
調
査
終
了
ま
で
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 

二
十
三
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 

二
十
八
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
広
報
調
査
特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
黒
崎
政
美
議
員
、
岩

坪
義
光
議
員
、
小
辻
隆
治
郎
議
員
、
横
山
弘
藏
議
員
、
松
永
勇
治
議
員
、
末
永
一
朗
議
員
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
し
ま
し
た
方
を
広
報
調
査
特
別
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

広
報
調
査
特
別
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
会
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
よ
り
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互
選
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
し
ば
ら
く
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 

二
十
九
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

後 
 
 

二
時 

 
 

三
十
三
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

広
報
調
査
特
別
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
次
の
と
お
り
決
定
し
、
通
知
を
受
け
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。 

 

委
員
長
に
黒
崎
政
美
議
員
、
副
委
員
長
に
横
山
弘
藏
議
員
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
で
、
本
臨
時
会
に
附
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
平
成
十
五
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 

― 

午 

後 
 
 

二
時 

 

三
十
四
分 

 
 

閉 
 

会 

― 

 


